
どすこい王寺町部屋

チェック項目 はい いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点

1 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。

8

■事業所内は、4部屋に分かれており、十分

なスペースがあります。コミュニケーショ

ンを活発に取りたい利用者様と、静かに落

ち着きたい利用者様がお互いに気持ちよく

過ごせる様環境調整を行っています。

2
利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切である

か。

7 1

■保育士・児童指導員が3名以上配置されて

います。その他のスタッフを含めると10名

利用者に対し6名のスタッフが配置され

ています。

3

生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっている

か。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化

や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。

7 1

主にサービス提供を行っているフィール

ド（陽楽の森・第三ゾーン）はバリアフリ

ーの環境ではありません。感覚統合に資す

る目的で、平面は最小限に留め、舗装も行

いません。■フィールド内のトイレは仮設

トイレ（洋式便座/バイオトイレ）です。■

陽楽の森・第三ゾーンに隣接する地域のコ

ミュニティルームにはユニバーサルトイレ

があります。■尼寺の田圃に隣接する「尼

寺廃寺跡史跡公園」にはユニバーサルトイ

レがあります。■大宇陀の棚田には水洗ト

イレはありますがバリアフリーではありま

せん。■事業所内はバリアフリーの配慮が

なされていません。■このような状況です

ので、自立歩行が困難な方のご利用をお受

け出来ていません。

4
生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。ま

た、こども達の活動に合わせた空間となっているか。

7 1

■主にサービス提供を行っている陽楽の森・

第三ゾーンのは、自然の中ですので非常に心

地よく過ごせる場所となっています。■事業

所は古い建物ですが、事故の危険がある扉な

どは撤去し、ニーズやプログラムに合わせて

複数の部屋を使い分け環境設定をしていま

す。毎日の掃除を徹底しています。

■備品の保管場所や配置を子どもたちが使い

やすいよう構造化します。■第3ゾーンに設置

したトイレはテントによる簡易的なものであ

るので、テントが劣化し破れてしまうので、

早急な完備が必要です。

5
必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認めら

れる環境になっているか 。

7 1

■主にサービス提供を行っているフィールド

（陽楽の森・第三ゾーン）では他の人がいな

い場所や近所の神社でクールダウンすること

がよくあります。■事業所は２棟に分かれて

いるので、個別の場所を使用する事が出来ま

す。

6
業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、

広く職員が参画しているか。

7 1

■定例ミーティングには非常勤スタッフも参

加することができます。また、グループライ

ンや回覧での情報の共有、支援前の打ち合わ

せでの意見集約をおこなっています。

■より多くの非常勤スタッフの方々に参加し

ていただくよう改善します。

7
保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け

ており、その内容を業務改善につなげているか。
8 0

■職員研修、定例ミーティング、回覧にて共

有し業務改善に役立てています。

8
職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に

つなげているか。 
8 0

■定例ミーティングや支援前の打ち合わせに

て意見を把握し、業務改善に繋げている。

9
第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている

か。
5 1

■現在、実施していません。検討中です。

10
職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で

研修を開催する機会が確保されているか。
7 1

■月に1回、スタッフ全体研修が開催され、常

勤・非常勤の全スタッフが対象です。
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11 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。

8 0

■自立支援、余暇、創造性、地域交流の基本

活動に配慮した支援プログラムを行っていま

す。■具体的な支援内容は日々更新される

Instagramにて公開しています。

■更新支援プログラムを、本年度末までに公

表予定です。

12

個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者

のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成

しているか。
8 0

■保護者様からの調査票の提出、聴き取り、

の他、発達検査の結果やサービス利用計画書

等を元にしています。

13

児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけ

でなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最

善の利益を考慮した検討が行われているか。  8 0

■担当者間で会議を開き支援計画を作成して

います。

14
児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われ

ているか。 

8 0

■定例ミーティングにおいて毎月の計画更新

対象者についてモニタリングの報告と計画、

支援内容を共有し、支援に落とし込んでいま

す。

15

こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ

ルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルな

アセスメントを使用する等により確認しているか。 8 0

■標準化されたアセスメントツールを使用

しています。

16

児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支

援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支

援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえな

がら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具

体的な支援内容が設定されているか。

8 0

■個別支援計画更新前のモニタリングでは、

「本人支援」についての聞き取りの他「家族

支援」に繋がるご家族様の様子、入学、進学

時には、「移行支援」に繋がる悩みや困りご

とをお聞きし、それぞれの支援内容を設定し

定例ミーティングにて共有し支援に活かして

います。

17 活動プログラムの立案をチームで行っているか。

7 1

■３Dシステムの下、PDから立案があり、支

援前の打ち合わせにて他スタッフからの意見

を取り入れています。

■定例ミーティングへの参加を促し、広く活

動プログラムの提案をしてもらい、検討して

いきます。

18 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。

8 0

■フィールドの利点を最大限生かし、季節・

天候・メンバー・場所によって多様な活動プ

ログラムを提供しています。各曜日、チーム

としての成長も著しく、チームビルディング

を視野に入れた活動プログラムも考えていま

す。■屋内での活動でも、森の素材や体験を

生かした創作活動を実施しています。

19
こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児

童発達支援計画を作成し、支援が行われているか。

8 0

■子どもの状況に応じて個別活動と集団活

動を組み合わせて、計画を作成しています

。

20

支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の

内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行ってい

るか。

8 0

■必ず打ち合わせを行い、３Dシステムの基

づき、ディレクターの統括の下、救護、タイ

ムキーパー、記録、食事、備品・配車の担当

を決め、口頭で確認しています。

21
支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援

の振り返りを行い､気付いた点等を共有しているか。

5 3

■退勤時間が異なる為、グループラインで共

有できていることもある。■支援終了後全員

で話す事は出来ないが、気付いたことなどは

共有している。

■支援終了後に打ち合わせは、退勤時間があ

り時間が確保できない。急を要する内容につ

いては、電話やLINEを使い共有しており、代

替として支援前の打ち合わせ時や定例ミー

ティングでの振り返りを行っています。

22
日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に

つなげているか。
8 0

■毎日の業務日誌での記録の他、別途記録

が必要な利用者様には個別の記録を作成し

、支援の検証・改善に繋げています。

23
定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性

を判断し、適切な見直しを行っているか。

8 0

■定期的にモニタリングを行い、計画の見

直しの必要性を判断しています。■利用開

始間もない利用者様には随時モニタリング

を実施し、計画の見直しを図っています。

24
障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議

に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。
7 1

■担当者会議には児童発達支援管理責任者

が参加しています。会議の前には、定例ミー

ティングにおいて意見の集約をしています。

25
地域の保健、医療（主治医や協力医療機関等）、障害福祉、保育、

教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。

7 1

■常に、園、市町村役場の担当課に相談連絡

しています。2024年度は平群町の療育教室を

見学させていただき、相談にものっていただ

きました。
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26

併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の

観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども

園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報

共有と相互理解を図っているか。
7 1

■送迎時の短い時間ではありますが、保育園

等の先生と移行支援について情報の共有を行

う場合もあります。

27
就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、

支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。
5 1

■送迎時の短い時間ではありますが、保育園

等の先生と移行支援について情報の共有を行

う場合もあります。

（28～30は、センターのみ回答）

地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携

を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を行っているか。

29
質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受け

たり、職員を外部研修に参加させているか。

30
(自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極

的に参加しているか。

（31は、事業所のみ回答）

地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスー

パーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。

32
保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこど

もと活動する機会があるか。

2 5

■米や麦を育てている田んぼの横、尼寺廃寺

跡史跡公園では、地域の子どもたちと木登り

や鬼ごっこをする機会があります。また、夏

季に出掛ける祈りの滝ではご家族で遊びに来

られた子ども達と水遊びや沢がに探しを、矢

田山遊びの森ではザリガニ釣りを教えてあげ

るなど特別に設けた機会ではありませんが、

お互いに声を掛け、自然に一緒に活動してい

ます。■事業所近隣の達磨寺で行われるマル

シェに参加しています。

33
日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や

課題について共通理解を持っているか。

8 0

■連絡帳・送迎時に報告をし情報交換を実

施している。また保護者様とメールや電話

にて細かく連絡を取り、共通理解に努めて

います。

34

家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ

ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機

会や情報提供等を行っているか。 5 2

■年数回のオープンフィールドを通して、他

のご家族との交流、ご相談も行っています。

35
運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を

行っているか。
7 1

■契約時には児童発達支援管理責任者が、重

要事項説明書の内容を全て丁寧に説明してい

ます。

36

児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊

重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家

族の意向を確認する機会を設けているか 。 8 0

37
「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者

から児童発達支援計画の同意を得ているか。
8 0

■個別支援計画作成、更新の承諾を頂く際

に、具体的な支援内容を添えて説明していま

す。

38
定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応

じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。

8 0

■モニタリング時には様々な角度からお話

をして相談してもらいやすく工夫していま

す。■日常的に、保護者様からの相談に応

じる体制をとっていますが、必要な助言が

その場で出来ない場合は、スタッフ会議に

持ち帰り協議し、後日お伝えしています。

39

父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ

り、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま

た、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしている

か。 4 4

■年数回のオープンフィールドを通して、他

のご家族との交流、ご相談も行っています。

ごきょうだいでの参加も可能です。今後、研

修会などの開催も検討してまいります。

40

こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備す

るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合

に迅速かつ適切に対応しているか。

8 0

■万一の事故が発生した場合に、迅速な対応

ができるよう、スタッフは日頃からロールプ

レイを実施しています。（苦情への対応につ

いて）■2024年1月、より迅速に苦情に対応

するため、どすこいでの苦情窓口を法人本部

に変更しました。
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4 1

■連携を図る必要があった際には、地域の児

童発達支援センターである、社福）宝山寺福

祉事業団様やわかくさ愛育園様から助言いた

だきます。

■今後、児童発達支援センターとの連携を

図った際には、スタッフ間で共有します。

28



41

定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することに

より、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に

対して発信しているか。

8 0

■毎月の利用申し込みの案内に活動概要や

、必要なお知らせを載せています。■日々

の活動はインスタグラムで公開しています

。■吉川LogisticGroup社内報「TSUNAGU」

にも活動内容を記載しており、発刊ごとにご

利用者様全世帯に配布しています。

42 個人情報の取扱いに十分留意しているか。

8 0

■個人情報のファイルは鍵付きの書庫に保

管しています。■社用スマートフォン（緊

急事態に備えて利用者様の連絡先等を保存

）は必ず携行し、暗証番号のロックをかけ

ています。■個人情報の取り扱いに関する

同意書を事業者・スタッフ間で交わしてい

ます。■利用者様の画像・映像をSNS・印刷

物に使用する際は、事前に保護者様からの

承諾を得ています

43
障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮

をしているか。

8 0

どすこいでは、コミュニケーションの際に①

「具体的・肯定的・視覚的」②「見通しを立

てる」③「自分で選ぶ」の三点に留意してい

ます。

■コミュニケーションツールとして「株式会

社おめめどう」の視覚支援ツールを活用して

います。https://omemedo.ocnk.net/

44
事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を

図っているか。
4 4

■事業所近隣の達磨寺のマルシェに参加する

など、可能な範囲で少しずつ努力していま

す。

45

事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感

染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するととも

に、発生を想定した訓練を実施しているか。

7 1

■「非常災害対策マニュアル」、「防犯マ

ニュアル」、「感染症対応マニュアル」の

他、「交通事故対応マニュアル」、「怪我

・救急搬送・失踪事故対マニュアル」が策

定されています。■スタッフが閲覧しやす

い場所に設置し、いつでも確認できるよう

にしています。

46
業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備

え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

6 2

■毎日の打合せにて、緊急時の対応のロール

プレイをしています。■定期的な避難救出訓

練は、いまのところ実施していませんが、研

修時に説明を行っています。

■利用者様と共に訓練を実施していきます。

■訓練を実施した様子は保護者様と共有しま

す。

47
事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し

ているか。
8 0

■確認しています。

48
食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応

がされているか。
8 0

■保護者様より食物アレルギーの有無と対応

について確認しています。

49
安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措

置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。
8 0

■安全管理の研修や当該訓練を受け、必要な

措置、支援をしています。

50
こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全

計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。

5 1

■心肺停止、意識不明、行方不明を想定した

ロールプレイを毎日行っています。活動中に

は15分おきに人数確認を行っています。■送

迎車乗降時のマニュアルがあり、送迎車には

置き去り防止ブザーを装備しています。

51
ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について

検討をしているか。

8 0

■日頃からヒヤリハット事例を収集してい

ます。■ヒヤリハットが発生した場合はミ

ーティングで振り返り、対策を考え、実行

し事故防止に役立てています。

52
虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応を

しているか。
8 0

■虐待防止委員会を設置して内外研修を積極

的に行っている。

53

どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に

決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児

童発達支援計画に記載しているか。

4 3

■2026年度より、「身体拘束の必要が生じる

可能性がある」利用者様と契約する際に、支

援計画に記載します。■止むを得ず身体拘束

を行う場合の基準と方法について、どすこい

内部で組織的に策定し、ご利用者様・保護者

様にご説明し、ご了解を得たうえで支援計画

に記載します。
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